
名古屋証券取引所への重複上場について
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➡ 直接、名証担当者にお問合せください

東証に上場したまま名証にも上場している会社は200社以上01

主幹事証券会社の関与なしで上場いただけます※02

上場申請書類を簡素化しています

全国の企業が上場できます

➡ 「Ⅰの部」も有価証券報告書で代用可能など、柔軟に対応しています

➡ 東海地区にかかわりがない企業でも上場できます

※ネクスト市場への上場申請の場合は、取り扱いが異なる場合がございます。別途ご相談ください。

➡ 東証と名証の両方に上場することは、レアなケースではありません
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04



よくある質問(1/2)

Q・東証に上場している企業が名証にも上場すること（重複上場）はレアケースですか？

Q・東海地方に進出しておらず、また、進出する予定もありませんが、上場できますか？
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Q・重複上場後に東証の上場維持基準に抵触し、東証上場が廃止となった場合、
名証上場も廃止になるのですか？

Q・東証の上場が廃止になり名証の上場が継続した場合、株式の売買は継続できますか？

A・いいえ。名証に上場している全281社のうち、名証のみに上場している企業が61社であることに対し、

東証にも重複上場している企業は220社もあります。 ※2024年2月1日現在

A・はい。継続して売買可能です。また、証券コードも変わりません。

A・はい。東海地方に関わりがない企業でも上場できます。

近年は特に、東海地方に本店を置く企業による新規上場社数よりも、東海地方以外の企業の新規上場社数の方が多いです。

A・いいえ。東証の上場維持基準と名証の上場維持基準が異なるため、東証の維持基準に抵触したからといって、

名証の上場が廃止になるとは限りません。



よくある質問(2/2)

Q・重複上場について、誰に相談すれば良いのですか？

Q・東証と重複上場した場合、売買はいずれの市場で行われますか？
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Q・当社は東証グロース上場企業ですが、名証メイン市場に上場する場合、
CGコードは全原則適用となるのでしょうか。

Q・東証と重複上場した場合、適時開示は両取引所分の作業が必要ですか？

A・いいえ。東証との重複上場期間中のCGコードは、基本原則のみの対応で構いません。

A・直接、名古屋証券取引所の上場推進担当にご相談（無料）ください。お問合せはこちら。

A・いいえ。従来通りにTD-netに開示資料を一度登録すれば、両取引所に適時開示が行われたことになります。

また、重複上場の場合は、名証に対してTD-net利用料を支払う必要はありません。

A・名証でも売買できますが、東証で売買が成立することがほとんどです。

https://www.nse.or.jp/inquiry/index.php?cat=0


まずはお問合せください
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上場制度の詳細ページ ▶▶▶ https://www.nse.or.jp/listed/listing/

名古屋証券取引所では、新規上場に関する質問等に随時応じております。

お気軽にご相談下さい。

当資料の掲載データ・内容に関して、万全を期しておりますが、人為的、機械的など何らかの理由により、誤謬の可能性があることから、
その内容について保証するものではありません。
また、当資料に掲載された情報を利用、使用するなどの行為に関連して生じたあらゆる損害等についても、理由の如何に関わらず、当社は一切責任を負いません。
さらに、当資料に掲載している情報には、第三者が提供している情報が含まれていますが、これらは皆さまの便宜のために提供しているものであり、
当社はその内容の正確性については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

株式会社名古屋証券取引所

上場推進・企業サポートグループ 上場推進担当

〒460-0008 名古屋市中区栄3-8-20

TEL ： 052-262-3173

E-mail ： ipo@nse.or.jp

ご連絡窓口

▲ 上場相談問合せページ

お問合せフォーム (nse.or.jp)

https://www.nse.or.jp/listed/listing/
https://www.nse.or.jp/inquiry/index.php?cat=0
https://www.nse.or.jp/inquiry/index.php?cat=0


【参考】上場基準「メイン市場」と「スタンダード市場」
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項 目
メイン市場 東証スタンダード市場

上場 維持 上場 維持

株主数 300人以上 150人以上 400人以上 400人以上

流通株式数 ２千単位以上

かつ25％以上

or

上場株式数10％又は

1,000単位の公募・売出

いずれか多い株式数以上

１千単位以上 ２千単位以上 ２千単位以上

流通株式比率 10％以上

25%以上 25%以上

個人株主基準
個人株主所有割合５％以上

又は株主数300人以上

流通株式時価総額 なし なし 10億円以上 10億円以上

売買高

・値付率
なし 月平均３単位以上 なし 月平均10単位以上

上場時価総額 10億円以上 ５億円以上 なし なし

収益・

業績

最近１年間の利益が

１億円以上
なし

最近１年間の利益が

１億円以上
なし

財務状態

純資産
正 正 正 正

公募 なし なし なし なし

ＣＧコード 全原則適用 全原則適用

東証とは異なる基準は赤文字で示す。

＊名証・東証共に、別途経過措置における上場維持基準あり



【参考】上場基準「ネクスト市場」と「グロース市場」
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項 目
ネクスト市場 東証グロース市場

上場 維持 上場 維持

株主数 150人以上 150人以上 150人以上 150人以上

流通株式数 なし なし １千単位以上 １千単位以上

流通株式比率 なし なし 25%以上 25%以上

流通株式時価総額 なし なし ５億円以上 ５億円以上

売買高

・値付率
なし

月平均10単位以上

又は値付率20％以上
なし 月平均10単位以上

上場時価総額 ３億円以上 ２億円以上 なし 上場10年後40億円以上

収益・

業績

なし

上場後４年目以降５年連続

営業利益・営業ＣＦが

負でないこと

＊ＧＣ付記企業対象

なし なし

財務状態純資産 なし 正 なし 正

公募
500単位以上(売出含む)

（既上場企業を除く）
なし 500単位以上 なし

ＣＧコード 基本原則のみ 基本原則のみ

東証グロース：高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示…（省略）

ネクスト市場：着実な成長可能性を実現するための事業計画が適切に開示され・・・（省略）

「事業計画及び成長可能性に関する事項」の開示を求めますが、実現するべき成長性が異なります。

東証とは異なる基準は赤文字で示す。

＊名証・東証共に、別途経過措置における上場維持基準あり



【参考】上場基準「プレミア市場」と「プライム市場」
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項 目
プレミア市場 東証プライム市場

上場 維持 上場 維持

株主数 800人以上 800人以上 800人以上 800人以上

流通株式数 ２万単位以上 ２万単位以上 ２万単位以上 ２万単位以上

流通株式比率

35％以上

35％以上

35％以上 35％以上
個人株主基準 個人株主所有割合５％以上

又は株主数2,000人以上

流通株式時価総額 なし なし 100億円以上 100億円以上

売買高

・値付率
なし 月平均40単位以上 なし 1日平均売買代金0.2億円以上

上場時価総額 250億円以上 １00億円以上 250億円以上 なし

収益・

業績

最近２年間の利益合計が

25億円以上又は

売上高100億円以上かつ

時価総額1,000億円以上

なし

最近２年間の利益合計が

25億円以上又は

売上高100億円以上かつ

時価総額1,000億円以上

なし

財務状態

純資産
50億円以上 正 50億円以上 正

公募 なし なし なし なし

ＣＧコード
全原則適用

（なし）

全原則適用

（より高い水準のガバナンス項目適用）

東証とは異なる基準は赤文字で示す。

＊名証・東証共に、別途経過措置における上場維持基準あり


